
防火管理者の選任義務確認フローチャート

建物の用途は

特定用途防火対象物
（不特定多数の者が利用する施設や、乳幼児、高齢者など、

火災発生時に避難が困難な方が利用する施設）

非特定防火対象物
（特定用途防火対象物以外の防火対象物）

建物全体の
収容人員は

50人以上 50人未満

選任は
不要です

建物全体の延べ面積は

500㎡以上 500㎡未満

甲種の選任
が必要です

甲種又は乙種の
選任が必要です

(6)項ロ又は(6)項ロの用途を
含む複合用途防火対象物か
（(6)項ロ…老人ホーム等）

はい いいえ

建物全体の
収容人員は

10人以上 10人未満 30人以上 30人未満

建物全体の
収容人員は

選任は
不要です

選任は
不要です

甲種の選任
が必要です

建物全体の延べ面積は

300㎡以上 300㎡未満

甲種の選任
が必要です

甲種又は乙種の
選任が必要です

次のページへ

建物の用途、収容人員等の不明点については、
管轄の消防署、消防分署及び消防出張所にお問
合せください。



特定用途防火対象物に選任されている甲種防火管理者のうち、建物全体の収容人員が300人を超える場合
は、甲種防火管理再講習の受講義務があります。

建物全体の収容人員は

300人未満300人以上

再講習の受講義務はありません甲種防火管理講習新規講習又は甲種防
火管理再講習の修了の日から防火管理

者に選任されるまでの期間は

４年より長い ４年以内

再講習の受講期限
最後に甲種防火管理講習又は甲種防火管理講習再講習を
受講した日以後における最初の４月１日から５年以内

再講習の受講期限
選任された日から１年以内

再講習受講後は、以後最初の４月１日から５年以内ごとに再講習を受講してください。

よくある質問
・ 講習終了日から５年経っていませんが、再講習を受講することは可能ですか。
→可能です。この場合、受講した日以後の最初の４月１日が新たな基準日となります。以降は、新たな基準日から５年以内
に再講習を受講してください。

・ 防火管理者に選任されていませんが、講習終了日から５年経ってしまいました。再講習を受ける必要はありますか。
→現在選任されている方が対象のため必要ありません。
・ 再講習を受講し忘れてしまいました。免状は失効しますか。
→失効しません。ただし、既に防火管理者に選任されている場合は、未選任扱いとなるため、早急に再講習を受講してくだ
さい。
選任されていない場合は、選任後、選任された日から１年以内に再講習を受講してください。


